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互助会からのお知らせ

２．互助会員証について
　退職後、速やかに「会員証」を互助会へ返送してください。
３．在職中の給付・貸付について
（1）「医療費補助金」・「入院見舞金」について
　　在職中（令和4年3月診療分まで）の「医療費補助金」・「入院見舞金」は、診療月の3カ月後に個人口座へ自動給付されます。
（2）「退職慰労金」について
　　10年以上在会して退会した場合、在会年数に応じた「退職慰労金」が、5月中旬に自動給付されます。
（3）「生活資金貸付」の未償還金について
　　退職時に生活資金貸付の未償還金がある場合は、退職手当から控除されます。
（1）～（3）ともに、手続きは不要ですが、届出済の個人口座は、7月末頃まで解約しないでください。
※1　臨時講師…臨時講師、臨時養護助教諭、臨時実習講師、臨時寄宿舎指導員、臨時学校栄養職員、臨時事務職員

補 助 額

■スポーツ観戦補助事業
会員又は被扶養者が、スポーツを観戦したとき

提出書類

退職に伴う互助会手続きについて

令和3年度「スポーツ観戦補助事業」、「施設利用補助」について

リニューアルの詳細は、別途、所属所・ホームページを通じてお知らせします。

１．「加入確認書」の提出について
教職員互助会は、退職と同時に退会となります。
退職後、引き続き「フルタイムの再任用職員」または「臨時講師」※1として勤務する方は、「加入確認書」を提出してく
ださい。
（令和4年3月に定年・勧奨等で退職し、4月から新たに「フルタイムの再任用職員」または「臨時講師」として勤務する方に限ります。）

※加入の有無は、給与明細書「互助掛金」欄で確認できます。

新型コロナウイルス感染症拡大により、令和3年度は下記のとおり実施しています。

チケット単価の半額（2,000円を限度）
ただし、会員一人につき、年度内6,000円を
限度とする。

●令和3年度　スポーツ観戦補助事業請求書
●チケットの半券（チケット半券に価格が記
載されていない場合、チケット価格のわか
るチラシ等も添付）

補 助 額

■施設利用補助
会員又は被扶養者が、互助会
指定宿泊施設以外の施設に宿
泊したとき

提出書類

1泊につき、1,000円
会員一人につき年度内3,000円を限度とする。
ただし、指定宿泊施設に宿泊した場合を除く。
●令和3年度　施設利用補助金請求書
●領収書（オンライン決済の場合は宿泊日・宿
泊者等がわかるもの）

手続きは不要 していない 退職と同時に退会

互助会は退会となります

加入しない

NO 退職後引き続き「フルタイムの再任用職員」又は「臨時講師」※1として勤務
【健康保険は、「公立学校共済組合青森支部（被保険者本人）」に加入】

現在、互助会に加入 している

「加入確認書」を提出

加入する

YES

健康ポイントサイト・アプリが

リニューアルのポイント

交換商品ラインナップ大幅アップ！
約5,000点→20,000点

記録状況を一目でチェック！
歩数の記録状況等がわかりやすく表示されます

新機能搭載！
参加者同士でのポイント交換等、今後も追加予定です

リニューアルに伴うお願い

NEW
令和４年４月1日からリニューアルします！

リニューアル日から旧サイトにはアクセスできなくなります。歩数等の入力は、
旧サイトで移行日前までに入力を終えるようにしてください。
なお、旧サイトで入力・記録された情報は新サイトでは見られなくなりますの
で予めご了承ください。

新しい健康ポイントサイトを利用するには、ベネアカウ
ントの登録が必要になります。
ベネアカウントで登録したIDとパスワードで新しい健康ポ
イントサイトにログインしますので、ベネアカウントの登
録を行っていない方は、お早めに登録をお願いします。
登録の方法は、所属所通知、福利あおもり第174号又は支部
ホームページをご覧ください。
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リニューアル後、旧サイトにアクセスできますか？？

リニューアル後は旧サイトにアクセスできません。

ただし、ベネアカウントの登録をした方へ、ポイントが引き継がれますので、
必ずベネアカウントの登録をしてください。

貯まったポイントはどうなりますか？？
旧サイトで貯めたポイントは、新サイトに引き継がれます。

アプリは移行日から新しい「ベネワン健康アプリ」に変更してください。移行日後に旧アプリ
「ハピルス健康アプリ」をご利用いただいても、健康ポイントの実績として反映されません
のでご注意ください。

※リリース日は後日ご案内いたします
アプリも新しくなります！　リリース後にアプリの変更もお願いします

旧アプリは使用できますが、記録してもポイント付与はされません。

・共済組合の任意継続組合員になる
・国民健康保険に加入する
・家族の被扶養者になる
・再就職先の健康保険に加入する

掛金（給料月額の7/1,000）は給料から控除
現職中と同様、医療費補助金・入院見舞金は自動給付
その他の給付・厚生事業も同様に受けられますが、貸付事業は
対象外です。
加入年月日は、令和4年4月1日となりますので、新しい会員証を
送付します。

互助会に加入できます。
ただし、貸付事業が対象外となるため、「フルタイムの再任用職員」又は「臨時講師」に
なる方全員に「加入確認書」により4月以降の加入の有無を確認します。

豊富な商品ラインナップ

新アプリイメージ

リニューアル後のURLはこちら
https://hlpt.benefit-one.inc/


